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中央環境審議会水環境部会及び専門委員会の運営方針について

平成１３年９月２７日

水環境部会長決定

中央環境審議会議事運営規則（平成１３年１月１５日中央環境審議会決定）第１１条第

２項及び中央環境審議会の運営方針について（平成１３年１月１５日総会決定。以下「総

会決定」という ）６の規定に基づき、中央環境審議会水環境部会及び専門委員会の運営。

方針について、次のとおり定める。

Ⅰ．部会の運営方針について

部会の運営方針は、中央環境審議会議事運営規則及び総会決定によるほか、以下

によることとする。

１．会議の公開及び出席者について

総会決定１（１）①の規定により会議を非公開とするときは、部会長は、その理由

を明らかにするものとする。

２．会議録等について

（１）総会決定２（１）②の規定により、会議録の調製に当たっては、当該会議に出席

した委員、臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という ）から明示の了承を得。

ることとし、その後、原則として、次回の会議において公開するものとする。ただ

し、長期にわたり次回の会議が開催されないことが予想される場合は、次回の会議

の開催を待たず、明示の了承を得た後に公開するものとする。

（２）総会決定２（３）①の規定に基づき会議録を公開する場合には、発言者の名前を

記載するものとする。

（３）総会決定２（３）①の規定に基づき公開した会議録以外の会議録は、審議会の委

員等以外の者は閲覧できないものとする。

（４）総会決定２（３）②の規定に基づく議事要旨は、事務局において作成し、部会長

の了承を得て公開するものとする。

３．資料の公開について

審議中の答申又は意見具申の案文、非公開を前提に収集したデータが記載されてい

る資料、関係者と調整中の資料その他の公開することにより、公正かつ中立な審議に

著しい支障を及ぼすおそれがある資料又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利

益を及ぼすおそれがある資料については、部会長は 「委員限り」である旨明記した、

上で、非公開とすることができる。それ以外の配布資料は部会終了後公開とする。

Ⅱ．専門委員会の運営方針について

専門委員会の運営方針は、中央環境審議会議事運営規則によるほか、総会決定１及

び２並びに上記の部会の運営方針に準ずるものとする。



中央環境審議会水環境部会の専門委員会の設置について

平成13年９月27日

水環境部会決定

平成13年12月25日改正

平成14年８月29日改正

平成14年11月29日改正

１．中央環境審議会水環境部会に次の専門委員会を置く。

（１）陸域環境基準専門委員会

（２）海域環境基準専門委員会

（３）ダイオキシン類環境基準専門委員会

（４）環境基準健康項目専門委員会

（５）水生生物保全環境基準専門委員会

２．陸域環境基準専門委員会においては、陸域に係る環境基準の水域類型等の指定に

関する専門的事項を調査する。

３．海域環境基準専門委員会においては、海域に係る環境基準の設定及び改定並びに

水域類型等の指定に関する専門的事項を調査する。

４．ダイオキシン類環境基準専門委員会においては、ダイオキシン対策特別措置法に

基づく水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む）に係る環境基準の設定及び改定に関

する専門的事項を調査する。

５．環境基準健康項目専門委員会においては、水質の汚濁に係る人の健康の保護に関

する環境基準の設定及び改定に関する専門的事項を調査する。

６．水生生物保全環境基準専門委員会においては、水質の汚濁に係る水生生物の保全

に関する環境基準の設定及び改定に関する専門的事項を調査する。

７．専門委員会に属すべき委員、臨時委員又は専門委員は部会長が指名する。
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中

央

環

境

審

議

会

議

事

運

営

規

則

(

会
議
の
招
集)

第
一
条

会
長
は
、
中
央
環
境
審
議
会(

以
下｢

審
議
会｣

と
い
う
。)

の
総
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
場
所
及
び
議
案
を
、
委
員
及
び
議
案
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

(

会
長
）

第
二
条

会
長
は
、
議
長
と
し
て
、
総
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。

、

、

、

、

。

２

会
長
は

す
べ
て
の
部
会

小
委
員
会

専
門
委
員
会
に
出
席
し

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

(

専
門
委
員
）

第
三
条

専
門
委
員
は
、
会
長
の
承
認
を
得
て
、
総
会
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

部
会
）

第
四
条

審
議
会
に
、
次
に
掲
げ
る
十
三
部
会
を
置
く
。

一

総
合
政
策
部
会

二

廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
部
会

三

循
環
型
社
会
計
画
部
会

四

環
境
保
健
部
会

五

地
球
環
境
部
会

六

大
気
環
境
部
会

七

騒
音
振
動
部
会

八

水
環
境
部
会

九

土
壌
農
薬
部
会

十

瀬
戸
内
海
部
会

十
一

自
然
環
境
部
会

十
二

野
生
生
物
部
会

十
三

動
物
愛
護
部
会

２

部
会
の
所
掌
事
務
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

会
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
の
所
掌
に
係
る
議
案
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る

た
め
、
二
以
上
の
部
会
の
合
同
の
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

諮
問
の
付
議)

第
五
条

会
長
は
、
環
境
大
臣
又
は
関
係
大
臣
の
諮
問
を
適
当
な
部
会(

前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規

定
す
る
部
会
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

(

部
会
の
決
議
）

第
六
条

部
会
の
決
議
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
審
議
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
長
は
、
一
の
部
会
の
決
議
を
他
の
部
会
の
審
議
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

決
議
に
係
る
案
件
を
当
該
他
の
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

会
長
は
、
第
一
項
の
同
意
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
同
意
に
係
る
決
議
を
総
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
総
会
に
お
い
て
報
告
を
要
し
な
い
旨
の
決
議
を
経
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。
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（
準
用
規
定
）

第
七
条

第
一
条
か
ら
第
三
条
（
第
二
条
第
二
項
を
除
く

）
ま
で
の
規
定
は
、
部
会
に
準
用
す
る
。
こ

。

の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中｢

会
長｣

と
あ
る
の
は｢

部
会
長｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
小
委
員
会
）

第
八
条

部
会
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

小
委
員
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
は
、
部
会
長
が
指
名
す
る
。

３

小
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
部
会
長
の
指
名
に
よ
り
、
こ
れ
を
定
め
る
。

４

小
委
員
会
の
決
議
は
、
部
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
長
の
同
意
を
得
て
部
会
の
決
議
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
並
び
に
中
央
環
境
審
議
会
令
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、

小
委
員
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
小
委
員

長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

専
門
委
員
会
）

第
九
条

部
会
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
門
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め
、
専

門
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
門
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
部
会
長
の
指
名
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

(

会
議
録)

第
十
条

総
会
、
部
会
、
小
委
員
会
及
び
専
門
委
員
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
会
議
の
概
要
を
記
載
し
た

会
議
録
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

雑
則
）

、

、

第
十
一
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

総
会
の
運
営
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は

会
長
が
定
め
る
。

２

部
会
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
表

部

会

名

所

掌

事

務

総
合
政
策
部
会

一

環
境
基
本
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
部
会

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）

廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
部
会

廃
棄
物
処
理
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る

こ
と
。

循
環
型
社
会
計
画
部
会

循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
の
規
定
に
基
づ
く
循
環
型
社
会
形
成

推
進
基
本
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

環
境
保
健
部
会

一

公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
補
償
及
び
予
防
に
係
る
重
要
な
事
項

に
関
す
る
こ
と
。

二

化
学
物
質
対
策
そ
の
他
環
境
保
健
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す

る
こ
と
。

地
球
環
境
部
会

地
球
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

大
気
環
境
部
会

一

大
気
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

交
通
環
境
対
策
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

三

悪
臭
防
止
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

騒
音
振
動
部
会

一

騒
音
防
止
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

振
動
防
止
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

水
環
境
部
会

一

水
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
盤
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

土
壌
農
薬
部
会

一

土
壌
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

農
薬
に
よ
る
環
境
汚
染
の
防
止
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る

こ
と
。

瀬
戸
内
海
部
会

瀬
戸
内
海
の
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

自
然
環
境
部
会

一

自
然
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

自
然
公
園
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

野
生
生
物
部
会

野
生
生
物
の
保
護
及
び
狩
猟
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

動
物
愛
護
部
会

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
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（
参
考
）

中

央

環

境

審

議

会

関

係

法

令

一

環
境
基
本
法
（
抜
粋
）

（
中
央
環
境
審
議
会
）

第
四
十
一
条

環
境
省
に
、
中
央
環
境
審
議
会
を
置
く
。

２

中
央
環
境
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

環
境
基
本
計
画
に
関
し
、
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

二

環
境
大
臣
又
は
関
係
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る

こ
と
。

三

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号

、
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十

）

二
年
法
律
第
百
六
十
一
号

、
農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法

）

律
第
百
三
十
九
号

、
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号

、
動
物
の
愛
護
及

）

）

び
管
理
に
関
す
る
法
律

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

昭

（

）
、

（

和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号

、
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律

）

第
百
十
一
号

、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

）

律
第
七
十
五
号

、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
及
び
循

）

環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た

事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

３

中
央
環
境
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
環
境
大
臣
又
は
関
係
大
臣
に
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
中
央
環
境
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員

そ
の
他
中
央
環
境
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

二

中
央
環
境
審
議
会
令

（
所
掌
事
務
）

第
一
条

中
央
環
境
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う

）
は
、
環
境
基
本
法
第
四
十
一
条
第
二
項
及

。

び
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
十
一
条
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び

管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き

そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

２

審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
環
境
大
臣
又
は
関
係
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
組
織
）

第
二
条

審
議
会
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

３

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。
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（
委
員
等
の
任
命
）

第
三
条

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
環
境
大
臣
が
任
命
す
る
。

２

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
環
境
大
臣
が
任
命
す

る
。

（
会
長
）

第
四
条

審
議
会
に
、
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
五
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任

期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

、

、

２

臨
時
委
員
は

そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は

解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解

任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
部
会
）

第
六
条

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
会
長
の
指
名
す
る
委
員
が
こ
れ
に
当
た
る
。

４

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

第
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
部
会
長
に
準
用
す
る
。

６

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
議
事
）

第
七
条

審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議

を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

、

、

２

審
議
会
の
議
事
は

出
席
し
た
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し

可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
部
会
に
準
用
す
る
。

（
幹
事
）

第
八
条

審
議
会
に
、
幹
事
を
置
く
。

２

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
環
境
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

幹
事
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
委
員
及
び
臨
時
委
員
を
補
佐

す
る
。

一

環
境
基
本
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

二

環
境
基
本
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的

事
項
に
係
る
も
の

４

幹
事
は
、
非
常
勤
と
す
る
。
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（
庶
務
）

第
九
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
環
境
省
大
臣
官
房
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条

前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に

諮
っ
て
定
め
る
。

附
則

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

中
央
公
害
対
策
審
議
会
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
三
百
五
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
則

（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
三
号
）

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行

の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
央
環
境
審
議
会
の
委
員
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
従
前
の
環
境
庁
の
中
央
環
境
審
議
会
の
委
員
で
あ
る

者
の
任
期
は
、
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
中
央
環
境
審
議
会
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。
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中央環境審議会の運営方針について

平成１３年１月１５日

総 会 決 定

事 項

１ 会議の公開及び

出席者について

(1) 会議の公開に ① 総会は、公開とする。部会については原則として公開

ついて するものとし、公開することにより、公正かつ中立な審

議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、特定な者に

不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合

又は特定の野生動植物の保護に著しい支障を及ぼすおそ

れのある場合には、部会長は、部会を非公開とすること

ができる。

② 会長又は部会長は、会議の公開に当たり、会議の円滑

かつ静穏な進行を確保する観点から、入室人数の制限そ

の他必要な制限を課することができる。

(2) 代理出席につ 代理出席は認めない。欠席した委員、臨時委員及び専

いて 門委員（以下「委員等」という ）については、事務局。

からの資料送付等により、会議の状況を伝えるものとす

る。
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２ 会議録等につい

て

(1) 会議録の内容 ① 会議録は、発言内容を精確に記載するものとする。

について ② 会議録の調製に当たっては、当該会議出席委員の了承

を得るものとする。

(2) 会議録の配布 会議録は、当該会議に属する委員等に配布するものと

について する。

(3) 会議録及び議

、 。 、事要旨の公開に ① 公開した会議の会議録は 公開するものとする また

ついて 非公開とした会議の会議録であっても、部会が認めたと

きは、公開するものとする。

② 総会及び全ての部会の会議について、議事要旨を公開

するものとする。

③ 公開した会議の会議録及び議事要旨の公開は、環境省

ホームページへの掲載及び環境省閲覧窓口への備え付け

により行うものとする。

３ 一般の意見の反 一般の意見については、これをよく聴くように努める

映について ものとし、その具体的な実施方法は、それぞれの会議に

おいて定めるものとする。

４ 総会と部会との ① 総会は、年１回以上開催する。

関係等について ② 会長が必要と認めたときのほか、委員の３分の１以上

から審議事項を示して総会の開催の請求があったとき

は、会長はこれを召集するものとする。

③ 委員は、その所属部会以外の部会が審議する案件につ
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いて、会長を経て意見を提出することができる。

④ 各部会は、小委員会又は専門委員会に審議を付託する

、 。に当たっては 審議事項の範囲を明確にするものとする

５ 委員等及び専門

委員の構成等につ

いて

(1) 委員等の構成 ① 会長は、委員等の構成について、必要に応じ、環境大

等について 臣に対して意見を具申するものとする。

、 、② 部会長は 当該部会に属すべき委員等の構成について

必要に応じ、会長に対して意見を具申するものとする。

(2) 小委員会及び ① 小委員長及び専門委員長は、当該小委員会及び専門委

専門委員会の構 員会に属すべき委員等の構成について、必要に応じ、部

成について 会長に意見を具申するものとする。

② 審議案件と直接的な利害関係を有する企業に所属する

者は、当該案件を調査審議する小委員会及び専門委員会

には属さないことを原則とする。

６ その他 上記に規定するもののほか、総会、部会、小委員会及

び専門委員会の公開その他の会議の運営に関し必要な事

、 。項は 会長又は部会長が定めることができるものとする


